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はじめに 

  

 

本市教育委員会は、「大分市総合計画」に示された都市像である「ともに築く 希

望あふれる 元気都市」の実現を教育の分野から目指すものとして、平成 20 年に「大

分市教育ビジョン」を策定しました。本ビジョンに基づき、夢と希望をもち「生き

る力」をはぐくむたくましい子どもの育成を図るため、さまざまな教育施策を体系

的、計画的に進めており、とりわけ、小中学校の適正配置につきましては、市域全

体にかかわる重要な課題であります。 

このような中、有識者等によって構成された「大分市立小中学校適正配置計画検

討委員会」から平成 23 年 11 月にご提出いただいた「報告書」を十分に尊重し、適

正配置に関する基本的な考え方や方向性を示した「素案」を公表しました。この素

案をもとにパブリックコメントを実施するなど、広く市民のご意見もお伺いしなが

ら検討を重ね、ここに「大分市小中学校適正配置基本計画」を策定いたしました。 

  本市教育委員会といたしましては、今後、本計画に基づき、現在及び将来の子ど

もたちにとって、より豊かな教育環境を創造することを第一義に、これまで学校が

地域に果たして来た役割や地域の実情等にも配慮するなど、地域づくりといった観

点にも立ち、保護者をはじめとする地域住民の方々と十分に協議を重ねながら合意

形成を図り、本市の実情に応じた小中学校の適正配置を進めてまいりたいと考えて

います。 
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第１章 基本計画の概要 

 

１ 基本計画策定の趣旨 

本市における小中学校の適正配置に関する教育委員会の基本的な考え方や方向性

を示し、その取組を計画的に進めるため、基本計画を策定します。 

 

２ 適正配置の必要性 

尐子高齢化の進行に加え、人口減尐社会が到来し、教育を取り巻く環境が大きく

変化する中、大分市の子どもたちが夢と希望と志をもち、輝かしい未来に向け、心

豊かでたくましく生き抜く力を身に付けられるよう「大分市教育ビジョン」に示す

方向性に沿って、市民とともにより良い教育環境の整備を図ることは、本市教育行

政に課せられた使命であります。 

こうした中、本市では、小中学校 9 か年を見通した一貫性のある教育を展開する

ことにより、確かな学力の向上、心の教育の充実、健やかな体の育成をバランスよ

く推進し、創意工夫を生かした特色ある学校づくりに取り組み、一定の成果が現れ

つつあります。 

もとより、子どもは学校、家庭及び地域社会の中で他の子どもたちと出会い、競

い合い、支え励まし合う中で、高め合いながら、社会性や豊かな人間性を身につけ

るものです。特に、学校は、多くの子どもたちが集い、集団の機能を生かした教育

活動を日常的に実践する中で、生きる力の効果的な育成を図る場であり、子どもた

ちの教育環境について考えるとき、学校において、こうした出会いや多様な集団活

動の機会を保障するため、クラス替えが可能な標準規模の学校をできるだけ適正に

配置することが望ましいと考えられます。 

しかしながら、本市には、異学年で 1 学級を編制する複式学級のある小学校が現

在６校あり、こうした過小規模の学校では、一人一人を大切にしたきめ細かな教育

が実践されているものの、その一方で、多様な集団活動を実践することは困難であ

るなど、学校や地域の努力だけでは解決しない課題も生じています。さらに、本市

の 0 歳から 14 歳までの年尐人口は、今後とも減尐すると見込まれるところでもあり、

こうした地域における教育環境はどうあるべきか検討する時期を迎えています。 

また、本市では、人口急増期に新築・増築した多くの校舎が今後 20 年間で次々と

建て替え時期を迎えることとなりますが、とりわけ、建て替えが必要となる複数の

学校が近接する地域において、新たな学校づくりをどのように進めればよいか、限

られた教育予算の効率的な運用といった観点にも立って検討すべき時期が間近に迫

っています。 

このようなことから、本市教育委員会では、現在及び将来の子どもたちにとって、

より豊かな教育環境を創造することを第一義に、保護者や地域住民の方々とともに

十分に協議を行いながら、本市の実情に応じた望ましい小中学校の適正配置を実施

する必要があると考えます。 

   

３ 基本計画の期間 

  基本計画の期間は、平成 24 年度から平成 33 年度までの 10 年とします。 



- 2 - 

 第２章 本市の現状と課題 

 

１ 児童生徒数と学校数の推移 

本市の小学校の児童数は、昭和 58 年の 40,306 人をピークに減尐を続け、平成 23 

年にはピーク時の約 67％に当たる 26,953 人となっています。 

また、中学校の生徒数については、昭和 62 年の 20,595 人をピークに減尐を続け、 

平成 23 年にはピーク時の約 63％に当たる 13,012 人となっています。 

なお、児童生徒数のピーク時から現在に至るまでの間、市町合併や大規模校の分 

離新設等により、小学校の数は 50 校から 61 校に、中学校は 23 校から 27 校にそれ

ぞれ増加しています。 

（平成 23 年 5 月 1 日現在） 

           
                      ＊平成 17 年 1 月 1 日市町合併 

 

さらに、過去に大型団地として開発され、児童生徒数が急増したものの、高齢化 

 が進んだ地域や周辺地域などでは、小規模化した学校が増加する一方、大規模な宅

地開発や土地区画整理事業などにより住宅地としての土地利用が進んでいる一部地

域などでは、児童生徒数が急激に増加し、大規模化している学校も見られる状況で

す。                      



- 3 - 

○ 小学校：児童ピークの昭和 58 年度と平成 23 年度の比較 

 11 学級以下の学校 12～24 学級の学校 25 学級以上の学校 

S58 年度(50 校) 5 校 （ 10% ） 26 校 （ 52% ） 19 校 （ 38% ） 

H23 年度(61 校) 19 校 （ 31% ） 32 校 （ 53% ） 10 校 （ 16% ） 

 

○ 中学校：生徒ピークの昭和 62 年度と平成 23 年度の比較 

 11 学級以下の学校 12～24 学級の学校 25 学級以上の学校 

S62 年度(23 校) 5 校 （ 22% ） 8 校 （ 35% ） 10 校 （ 43% ） 

H23 年度(27 校) 9 校 （ 33% ） 15 校 （ 56% ） 3 校 （ 11% ） 

 

  また、国の人口問題に関する調査研究機関においては、2005 年の国勢調査結果を

もとに、大分市の 0 歳から 14 歳までの年尐人口について、2005 年を 100 とした場

合、2035 年には 64.9 まで減尐すると見込んでいます。このような中、集団の機能

を生かした教育活動を日常的に実践できる規模の学校を適正に配置することは、本

市の学校教育にとって重要な課題です。  

 

○ 大分市 年少人口(0－14 歳) 及び指数     （指数は 2005 年＝100 とした場合） 

＊「日本の市区町村別将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所資料より  
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 2005 年  2010 年  2015 年  2020 年  2025 年  2030 年  2035 年  

年尐人口（人） 69,037 65,699 60,520 55,249 50,960 47,720 44,812 

年尐人口の指数 100.0 95.2 87.7 80.0 73.8 69.1 64.9 
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２ 学校規模の違いによる教育効果や学校運営 

適正配置の検討を進めるにあたっては、本市におけるこのような人口動態のデー  

タをもとに、各学校における現在及び将来にわたる児童生徒数の推移を考慮したう

えで、規模の違いによる特徴を十分に検討する必要があります。  

 

○ 12～24 学級の学校 （ 標準的な規模の学校 ） 

一般的に、標準的な規模の学校では、子どもが集団の中で多様な考えに触れ、

認め合い、協力し合い、切磋琢磨する機会に恵まれ、一人一人の資質・能力  

や個性の伸長を図る環境をつくりやすいとされています。  

具体的には、学級編制に当たり児童生徒の人間関係等に配慮しやすいこと、

学級の枠を解いた習熟度別指導等、多様な指導形態を工夫しやすいこと、ス  

ポーツや文化的な活動において児童生徒の参加意識や達成感の高まりが期待  

できる学級対抗戦等、実施方法を工夫しやすいことなどが挙げられます。  

また、学校運営の面からも、教員の人数も多くなることから、学校が向き  

合う様々な課題について適材適所の校務分担による組織的な対応を図りやす  

いこと、同じ学年や教科等の担当が複数配置でき、指導方法等に関する教員  

間の協議や校内での研修が充実しやすいこと、中学校では生徒の興味や特性  

等に応じて部活動の種類や種目の選択肢を広げやすいことなどの特徴がある  

とされています。  

 

○ 11 学級以下の学校 （ 小規模の学校 ） 

小規模の学校では、よりきめ細かい教育が期待できることや異学年間の交  

流が深まりやすいなどの特徴があるとされています。 

しかし、子どもが尐人数であると、９年間その集団で過ごさなければなら 

ないことがあり、人間関係や相互の評価等が固定化しやすい、高校に進学し 

た際に急に大きな集団の中に入ることになり、その中で自分を発揮できない 

ことがある、争いを避けて討論ができないことがあるなど、コミュニケーシ 

ョン能力が育ちにくいという指摘があります。 

また、複式学級編制を含む過小規模の学校は、異学年で１つの学級を編制し 

ているため、学年ごとに指導時間を分配している状況であり、教育の機会均等の 

観点からも教育上の課題が大きいとされています。 

さらに、教員配置に関しても、学校規模が小さくなると教職員数が尐なく 

なり、経験、教科、特性などのバランスのとれた配置ができにくく、学校行 

事の数は大規模の学校でも小規模の学校でも概ね同じであることから、小規 

模の学校で一定の教員数がいない場合、特別活動などにおける役割分担が十 

分にできず、役割が集中することがあるとされています。 

特に、小規模の中学校では、各教科の免許状を有する教員を配置すること 

が困難であり、免許外指導が生じやすく、課題が大きいとされています。 
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○ 25 学級以上の学校 （ 大規模の学校 ） 

大規模の学校では、多様で豊かな教育活動が実施しやすく、指導体制も充  

実するなどの特徴があるとされています。 

しかしながら、児童生徒数や学級数が多くなることなどにより、特別教室 

や体育館などの使用に支障を生じやすいことがある、学校行事の際に全校児 

童生徒が集まれないことがある、災害が起きた際の避難に時間がかかるとい 

ったことがあるなど、教育環境の面での課題が指摘されています。  

また、一人一人の児童生徒の把握が難しくなりやすい、教職員相互の連絡  

・調整がつきにくい、保護者や地域社会との連携がとりにくいなどの課題も 

指摘されています。  

        

以上のように、学校規模の違いによる教育効果や学校運営への影響が整理されま

すが、小規模や大規模の学校のデメリットは、小規模や大規模のままでは解消され

ないものと考えられます。  

一方、一定の規模が確保されれば、小規模の学校のメリットは、尐人数指導やテ

ィームティーチング等の工夫により、また、大規模の学校のメリットは多様な教育

活動等の工夫により、それぞれの特徴を生かした教育が可能となります。 

このようなことから、集団活動が効果的に実践できる豊かな教育環境を創造する

ためには、一定の規模の集団を形成できる児童生徒数を確保することが望まれます。 

 

 

３ 小規模特認校制度 

本市の小規模特認校制度は、「通学区域制度の弾力的運用について」の通知（平成

9 年 1 月文部省）により、「地域の実情に即し、保護者の意向を十分に配慮した多様

な工夫」が求められ、平成 10 年度に神崎小学校と上戸次小学校に導入されました。 

  緑豊かな自然環境に恵まれる小規模校で、心身のすこやかな成長を図り体力づく

りを目指すとともに、自然に触れる中で豊かな人間性を培い、明るく伸び伸びとし

た教育を希望する保護者を対象に、バスやＪＲなどを利用し自力通学するなど、一

定の条件を付し、学区外就学を認めています。 

  この制度の成果としては、自然環境に恵まれた小規模校を希望する保護者、児童の

要望に応えていることや、学校に通えなかった児童が、小規模特認校に転校することに

より、登校することができるようになった例も複数見られることなどがあげられます。 

しかしながら、旧野津原町及び旧佐賀関町との合併にともない、市内には、現在の小

規模特認校より小規模の学校が複数存在する状況や、現在の指定校のいずれもこの制度

の利用者の比率が、近年 20～30％で推移しているものの、複式学級編制の解消には至っ

ていない状況が見られるなどの課題もあります。 

○ 制度利用者数等                      （平成 23 年度） 

学  校  名 在籍者数 制度利用者数 制度利用者比率 学級数 

神崎小学校 40 名  12 名  30.0% 5 学級 

上戸次小学校 25 名  6 名 24.0% 4 学級 
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４ 校舎の状況 

昭和 30 年代から児童生徒数の増加にともない建築してきた学校の中には、既に建 

築経過年数が 50 年を超え、老朽化が進んでいる校舎があります。平成 23 年 3 月 31

日現在で、40 年以上経過した校舎がある学校は、小学校 28 校、中学校 4 校の計 32

校であり、そのうち 50 年以上経過した校舎がある学校は、小学校 8 校となっていま

す。 

本市の小中学校の多くは、児童生徒の急増期に整備されており、これらの校舎が

老朽化し、今後、多くの校舎の改築が必要になると見込まれています。  

一般的に、鉄筋コンクリート造りの校舎の耐用年数は 60 年程度とされており、40

年以上経過し、今後 20 年以内に改築が必要となる学校が、30 校程度あることから、

仮に、現状の配置のままで校舎の改築を行った場合には、極めて大きな財政負担と

なります。 

このような中、本市の財政状況は大変厳しい状況にあり、限られた財源を有効に  

活用し、効率的な財政運営を図ることは、市政全般にかかわる重要な課題であり、

校舎の建築経過年数を踏まえ、校舎の建替え等を考慮した適正配置を検討する必要

があります。 
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第３章 適正配置の基本的な考え方 

 

１ 適正配置の方策 

標準的な規模でない場合に適正配置を実施する際の方策については、標準的な規

模に満たない場合と超える場合とに分け、それぞれ次の３つを基本として検討しま

す。 

 

（１）標準的な規模に満たない学校の方策 

① 通学区域の再編 

近隣に規模の大きな学校がある場合、対象となる規模の小さな学校の通学区

域に規模の大きな学校の通学区域の一部を編入すること。 

② 隣接校との統合 

隣接して小規模な学校や標準的な規模の学校がある場合、規模や通学条件な

どを考慮したうえで、統合すること。         

③ 小規模特認校制度の活用  

学校の教育活動に特色を持たせ、市内全域から希望する児童生徒を受け入れ

る小規模特認校とすること。 

 

（２）標準的な規模を超える学校の方策 

① 通学区域の再編 

近隣に小規模な学校や標準的な規模の学校があり、通学距離や規模、施設な

どに問題がない場合には、通学区域の一部を周辺の学校の通学区域に編入する

こと。 

② 学校の分離新設  

通学区域の再編が困難で、学校用地の確保はできるなどの条件が整う場合は、

学校を分離新設すること。 

③ 施設整備での対応  

     通学区域の再編、学校の分離新設のいずれも困難な場合は、学級数に応じた 

施設整備によって対応すること。 

                                  

ただし、現在、標準的な規模を超える学校であっても、将来的には児童生徒数

の減尐が予想されることから、次の各項のいずれかに該当する場合には、施設整

備による対応を検討するなど、分離新設によらない方策により、教育環境の整備

を図ることとします。 

・ 一時的に 31 学級以上となるものの、その後減尐傾向となることが見込まれる

場合 

・ 31 学級以上になることが短期間と見込まれ、かつ分離新設するための用地の確 

保が困難な場合 
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２ 対象校の選定基準 

本基本計画での対象校の選定基準は、学校規模と校舎の状況を観点とし、次の（１）

（２）のいずれかの基準に該当する場合に、適正配置を検討する対象校とします。 

 

前章で述べてきた学校規模の違いによる教育効果や学校運営などの観点や国の基

準、本市の実情などを勘案し、学級数による学校規模の基準を下表のとおり区分し、

小中学校とも通常の学級数が 12 学級から 24 学級までの学校を標準規模校とします。 

      1   ～   5   6  ～  11   12  ～  24    25 ～ 30    31 ～ (学級数) 

    過小規模校  小規模校  標準規模校  大規模校   過大規模校 

 

 

○ 学校教育法施行規則 

（学級数） 

 第 41 条 小学校の学級数は、12 学級以上 18 学級以下を基準とする。ただし、地域 

の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。  

（準用規定） 

 第 79 条 第 41 条から第 49 条まで、（略）第 68 条までの規定は、中学校に準用する。 

 

○ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 

（適正な学校規模の条件） 

 第 4 条 法第 3 条第 1 項第 4 号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 学級数がおおむね 12 学級から 18 学級までであること。 

2 5 学級以下の学級数の学校と前項第 1 号に規定する学校数の学校とを統合する  

  場合においては、同項同号中「18 学級」とあるのは、「24 学級」とする。 

 

 

（１）学校規模 

学校規模については、標準規模校以外の学校を対象とします。 

しかしながら、学校規模は毎年変動することが予想されることから、適正配置 

の対象校選定にあたっては、平成 21 年～23 年まで 3 年連続し、その状況が平成

29 年まで継続すると予想される学校とします。 

 

（２）校舎の状況 

   校舎の状況については、平成 23 年 3 月 31 日を基準日とし、建築経過年数が 50

年以上の学校を対象とします。 

 ただし、建築経過年数が 50 年以上の学校であっても、平成 23 年度において改

築中である学校及び平成 29 年度まで継続して標準規模校である場合は、対象から

除外します。 
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３ 選定基準に該当する中学校区とその順序性 

適正配置の選定基準に該当する学校が含まれる中学校区は、全 27 中学校区中 18

中学校区となります。 

小中学校の適正配置は、今後、中・長期的な観点に立って継続的に検討する必要

があることから、この 18 中学校区について、「早期に検討すべき中学校区」と「将

来的に検討すべき中学校区」の 2 つに区分したうえで、検討を進めます。 

なお、今後の児童生徒数の推移等により、過大規模校の状況が数年間継続し、教

育活動に著しく支障をきたすことが予想される場合などは、必要に応じ前述の「標

準的な規模を超える学校の方策」について検討します。 

 

（１）早期に検討すべき中学校区   

現在、複式学級編制の過小規模校となっている小学校又は校舎の建築経過年数

が 50 年以上の複数の小学校を含む中学校区については、可能な限り早期に教育環

境の充実が望まれることから、以下の 6 中学校区を本基本計画における適正配置

検討の対象校区とします。  

 

○碩田中学校区     ○大分西中学校区      ○戸次中学校区 

○竹中中学校区      ○神崎中学校区         ○野津原中学校区 

 

 

（２）将来的に検討すべき中学校区 

上記の 6 中学校区を除く 12 中学校区については、将来的に検討すべき対象校区

とします。 

 

○上野ヶ丘中学校区  ○南大分中学校区    ○滝尾中学校区 

○鶴崎中学校区       ○大東中学校区     ○東陽中学校区 

○吉野中学校区       ○稙田西中学校区       ○賀来中学校区 

○大在中学校区       ○坂ノ市中学校区       ○佐賀関中学校区 

 

 

 

４ 適正配置を検討する際の留意点   

（１）中学校区単位での検討 

   児童生徒の就学先は、通学区域制度により、小学校区や中学校区が定められて 

おり、児童は原則として、指定された中学校に進学することになっています。 

なお、中学校区単位で適正配置の検討を行った場合でも、12 学級～24 学級の標 

準規模に満たないことや、標準規模を超えることも予想されますが、現在より尐

しでも標準規模に近い規模とすることが望まれます。しかしながら、学校規模を

重視する余り無理な学校の統合を行ったり、通学上著しい困難を招いたりするこ

とのないよう配慮するとともに、地域住民の方々の地域活動にも留意する観点か

ら、適正配置の検討にあたっては、原則として中学校区単位で検討します。 
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（２）通学距離と通学時間 

望ましい通学距離は、小学校では概ね 4ｋｍ以内、中学校では概ね 6ｋｍ以内を

基準とし、通学時間は、通学方法にかかわらず、概ね 1 時間以内を基準とします。 

小中学校の適正配置の実施に伴い、通学距離や通学時間が基準を超える場合に 

  ついては、児童生徒に過度の負担とならないよう、通学の負担軽減や安全性の確

保に配慮します。 

 

（３）小中一貫教育の充実 

   本市では、児童生徒に生きる力を育成し、小中学校間の円滑な接続を図り、義 

務教育 9 年間を見通した系統的な教育を行うため、平成 18 年度に賀来小中学校を 

モデル校に指定し、その成果や課題を検証する中で、モデル校区の指定拡大を進 

めてきました。 

平成 23 年度からは、市内全中学校区において、学校、地域の実情に応じた小中

一貫教育に取り組んでおり、小中学校の適正配置の実施にあたっては、より一層

の小中一貫教育の充実を図る観点から検討します。 

 

（４）小規模特認校制度の活用等 

   小規模特認校制度については、制度の導入から 10 年以上が経過し、成果や課題 

を踏まえながら、今後のあり方について検討します。その際、現在の指定校を含 

め、全市的な視野から指定のあり方を検討します。 
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第４章 適正配置の進め方 

 

１ 優先順位の決定 

本基本計画の対象 6 中学校区には、複式学級編制の過小規模校となっている小学

校又は校舎の建築経過年数が 50 年以上の小学校が含まれており、可能な限り早期に

教育環境の充実が望まれます。 

その中でも、校舎の建築経過年数が 50 年以上の小学校については、今後改築等が

必要になることから、優先して協議を始めます。 

また、過小規模校のある 5 中学校区の中には、平成 23 年 1 月から市街化調整区域

における土地利用規制の緩和が実施されている小学校区があり、地域によって状況

が異なることから、優先順位を決めて協議を始め、平成 33 年度までの 10 年間で、

適正配置の取組を進めます。 

 

 優先順位１･･･校舎の建築経過年数が 50 年以上の複数の小学校を含む中学校区 

              碩田中学校区            

  優先順位２･･･過小規模校を含み、対象校が 3 校以上ある中学校区 

          神崎中学校区、野津原中学校区 

優先順位３･･･現在小規模特認校に指定されている小学校を含むか、又は市街化調

整区域における土地利用規制の緩和が実施されている中学校区 

               大分西中学校区、戸次中学校区、竹中中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　【計画実施のイメージ】

＜優先順位　３＞

大分西中学校区
戸次中学校区
竹中中学校区

＜優先順位　２＞

神崎中学校区
野津原中学校区

計画期間　：　平成24年度　～　平成33年度

＜優先順位　１＞

碩田中学校区
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２ 個別の実施計画の策定 

学校の適正配置は、児童生徒や保護者、地域住民の方々にとって、日常生活や地

域づくりにも大きく影響する問題です。このようなことから、本基本計画をもとに、

関係者の意見を十分に聞く機会を設け、協議を重ねながら合意形成に努めたうえで、

適正配置を実施するにあたっては、対象校区ごとに適正配置の具体的な内容や方法

などを明記した個別の実施計画を策定します。 

 

 

３ 地域協議会等の設置 

個別の実施計画の具体的な検討にあたっては、地域住民の代表者や保護者、学校

関係者などで構成する地域協議会等を設置し、地域における合意形成を図りながら

進めます。 

また、地域協議会等では、適正配置の意義、校区の現状や将来の姿のほか、考え

られる方策などについても、説明を行うとともに、十分な意見交換を行いながら進

めます。 

 

 

４ 地域協議における基本姿勢 

（１） 児童生徒への配慮 

学校統合により適正配置を実施する場合は、統合前から学校間の交流活動を計 

画的に行うなど、統合後の教育活動や学校運営が円滑に移行できるよう、十分な

準備期間と配慮のもとに進めます。 

 

（２） 通学の安全確保と支援 

適正配置の実施により、通学距離や通学時間が基準を超える場合は、児童生徒 

への負担軽減に配慮するとともに、保護者や地域住民の方々の意見も伺いながら

地域の実情に応じて、通学方法や支援について検討します。 

また、通学路の変更が生じる場合についても、学校や保護者、関係機関とも十 

分協議し、通学路の安全確保に努めます。 

    

（３） 地域コミュニティの確保    

学校は教育施設であるとともに、地域コミュニティの核となる施設でもあるこ

とから、新校舎を建築する際は、地域住民の方々が必要とする機能についても協

議し、地域のシンボル的な存在となるよう検討します。 

また、統合による適正配置が実施され、地域から学校がなくなる場合には、地

域住民の繋がりが弱くなり、過疎化に拍車がかかるのではないかという懸念等も

あります。地域コミュニティの確保の観点から、地域住民の方々の意向、文化や

歴史、伝統などにも十分配慮しながら、統合後の学校施設の有効活用について、

地域づくりといった観点にも立ち、関係部局とも連携しながら検討します。 

  なお、自治会活動については、現状の体制を維持していくことを基本とすると

ともに、新たな学校区における地域との関係づくりにも配慮しながら、地域住民

の方々と協議します。      
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（４） 防災機能の確保 

学校は、非常災害時の避難場所ともなっていることから、現在、学校施設の安

全性を確保するため、耐震化の取組を計画的に進めています。適正配置にともな

って、新校舎を建築する際や統合を行った場合などには、避難場所としての機能

に加え、緊急用物資の備蓄倉庫の整備など防災機能の充実についても、本市地域

防災計画や各校区における取組にも留意しながら、地域住民の方々の意向に十分

配慮し、検討します。 

 

（５） 情報の提供 

学校の適正配置に係る情報は、児童生徒や保護者、地域住民の方々にとって重

要な情報です。 

このため、これまでも本市のホームページなどを通じて情報の提供に努めてき

ましたが、今後とも一層適正配置に係る内容について、保護者をはじめ広く地域

住民の方々に広報するなど、積極的な情報の提供に努めます。 
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 第５章 対対象校区ごとの目指すべき方向性等 

 

１ 優先順位１ 

校舎の建築経過年数が 50 年以上の複数の小学校を含む中学校区 

 

【 碩田中学校区 】  

 

①校区の概要 

    碩田中学校区は、荷揚町小学校、中島小学校、住吉小学校の 3 校から形成さ

れており、各小学校区は隣接し、半径 2ｋｍ圏内にほぼ碩田中学校区が含まれる

状況にあります。 

荷揚町小学校の本校舎、住吉小学校の南校舎が建築経過年数 50 年を超えてお

り、住吉小学校は小規模校の学校でもあるため、適正配置の検討を行います。 

 

  ②目指すべき方向性と具体的方策  

荷揚町小学校、中島小学校、住吉小学校の 3 校を統合し新設校を建設すると

ともに、碩田中学校との小中一貫教育の充実を図ります。 

なお、本中学校区については、2 校統合案も検討いたしましたが、将来的に年

尐人口の減尐が見込まれる中、2 校統合では、残る小規模の小学校が同一中学校

区内に存続することが考えられますことから、以下の具体的方策の観点を実現

するためにも、3 校を統合し新設校を建設することが望ましいと考えます。 

 

○知・徳・体のバランスのとれた教育を実践するため、多様な学習形態による

活動が可能となる教育環境の提供や地域に開かれた学校づくりなど、本市の

リーディングスクールとなりうる学校を創設することを検討します。 

○小中一貫教育の充実を図ることを基本とし、現在の連携型の小中一貫教育校

のみならず、併設型や施設一体型の小中一貫教育校などについても比較検討

することにより、9 年間を見通した教育活動を日常的に実践しやすい環境を整

備し、小中一貫教育のモデルとなるような学校施設の在り方についても検討

します。    

   ○新設校の位置については、敷地面積、建設費用、校舎の機能などのハード面

のほか、児童生徒の通学環境、小中一貫教育の効果などのソフト面などを総

合的に検討します。 

   ○新設校は、3 小学校の文化や歴史、伝統を受け継いだものとなるよう検討する

とともに、3 校の特色ある教育活動や学校運営についても生かされるよう検討

します。 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

 

 

 

 ○地震、津波対策等の防災のために必要な機能を検討します。 

    ○学校は地域コミュニティの核となる施設でもあるため、地域住民の方々の交

流の場として、地域コミュニティの形成を促進する機能などを併せ持つ施設

とし、そのために必要な機能を検討します。 

    

  ③実施時期等 

    地域住民の方々との協議を可能な限り早期に開始し、平成 28 年度頃までに適

正配置の完了を目指します。 
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２ 優先順位２ 

過小規模校を含み、対象校が３校以上ある中学校区 

   

  【 神崎
こうざき

中学校区 】  

 

①校区の概要 

神崎中学校区は、木佐上小学校、こうざき小学校、大志生木小学校の 3 校か

ら形成されています。 

木佐上小学校は過小規模校、こうざき小学校、大志生木小学校は小規模校で

す。また、神崎中学校も小規模校であるため、適正配置の検討を行います。 

 

②目指すべき方向性と具体的方策  

木佐上小学校、大志生木小学校の 2 小学校をこうざき小学校に統合し、神崎

中学校との小中一貫教育の充実を図るとともに、新たに小規模特認校制度の導

入を検討します。 

 

○こうざき小学校への統合により、神崎中学校区は 1 小学校・1 中学校となり、

両校が隣接している立地を生かした小中一貫教育の充実を検討します。 

○ 3 小学校は今後も児童数の減尐傾向が予想されており、大分市東部には小規

模特認校がないことからも、統合後のこうざき小学校を小規模特認校とする

ことを検討します。 

○小規模特認校として、3 小学校の自然環境を生かした特色ある教育活動が展

開されるよう、学校、保護者、地域住民の方々と検討します。 

○木佐上小学校、大志生木小学校は、統合により通学距離が長くなるため、実

情に応じて通学の支援や通学路の確保について検討します。    

 

③実施時期等 

児童数の推移等を見極めながら、平成 30 年度頃までの実施を目指します。 

その際、3 つの小学校が対象となっていることから、段階的に統合することに

ついても検討します。 
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【 野津原中学校区 】 

 

 ①校区の概要 

野津原中学校区は、野津原東部小学校、野津原中部小学校、野津原西部小学

校、今市小学校の 4 校から形成されています。 

野津原中学校は、平成 6 年に今市中学校を統合し、現在に至っています。今

市小学校は、平成 21 年度より休校しており、24 年度についても休校の継続が

決定されています。 

野津原東部小学校は小規模校、野津原中部小学校、野津原西部小学校は過小

規模校、今市小学校は休校中です。また、野津原中学校も過小規模校であるた

め、適正配置の検討を行います。 

 

②目指すべき方向性と具体的方策  

野津原中部小学校、野津原西部小学校（今市小を含む）の 2 小学校を野津原

東部小学校に統合し、野津原中学校との小中一貫教育の充実を図ります。  

 

○野津原東部小学校への統合により、野津原中学校区は１小学校・１中学校と

なり、小中一貫教育の充実を検討します。 

○統合後の野津原東部小学校は、野津原中部小学校、野津原西部小学校（今市

小を含む）を含めた、3 校の自然環境を生かした特色ある教育活動が展開され

るよう、学校、保護者、地域住民の方々と検討します。 

○野津原中部小学校、野津原西部小学校は、統合により通学距離が長くなるた

め、実情に応じて通学の支援について検討します。 

 

  ③実施時期等 

児童数の推移等を見極めながら、平成 30 年度頃までの実施を目指します。 

その際、3 つの小学校が対象となっていることから、段階的に統合することに

ついても検討します。 
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３ 優先順位３ 

現在小規模特認校に指定されている小学校を含むか、又は市街化調整区域におけ 

る土地利用規制の緩和が実施されている中学校区 

 

【 大分西中学校区 】 

 

①校区の概要  

大分西中学校区は、八幡小学校、神崎
かんざき

小学校の２校と西の台小学校、春日町

小学校の一部から形成されています。校区が広く、八幡小学校と大分西中学校

にはバス通学をしている児童生徒がいます。 

    神崎小学校は、平成 10 年度から小規模特認校に指定されており、特色ある教

育活動として、ビワの栽培や田ノ浦海岸でのカヌー、シュノーケリングなどの

体験活動に取組んでいます。 

神崎小学校が過小規模校、八幡小学校が小規模校であるため、適正配置の検

討を行います。 

 

  ②目指すべき方向性と具体的方策 

神崎小学校を八幡小学校に統合し、八幡小学校を新たな小規模特認校として

指定することを検討します。 

 

○八幡小学校は、今後も児童数の減尐傾向が予想されることから、小規模特認

校制度の導入を検討します。 

○八幡小学校では、小規模特認校として両校の自然環境を生かした特色ある教

育活動が展開されるよう、学校、保護者、地域住民の方々と検討します。 

○神崎小学校は、統合により通学距離が長くなるため、実情に応じて通学の支

援について検討します。 

 

  ③実施時期等 

現在、小規模特認校制度を利用している児童に対する配慮と、神崎小学校区

は、平成 23 年 1 月から市街化調整区域における土地利用規制の緩和が実施され

ていることから、一定期間その状況を見極め、平成 33 年度頃までに統合の見直

しを含め、必要な措置を講じます。  
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【 戸次中学校区 】 

 

  ①校区の概要 

戸次中学校区は、戸次小学校、上戸次小学校の２校から形成されています。

戸次小学校は、大型団地として開発された地域の児童が減尐傾向にあり、全 

校児童数も減尐傾向となっています。 

上戸次小学校は、平成 10 年度から小規模特認校に指定されており、特色ある

教育活動として、大野川でのドンコ釣り大会、稲作体験、しいたけ作りなどの

自然を生かした教育活動に取組んでいます。 

上戸次小学校が過小規模校であるため、適正配置の検討を行います。 

 

②目指すべき方向性と具体的方策  

上戸次小学校を戸次小学校に統合し、戸次中学校との小中一貫教育の充実を 

図ります。 

 

○戸次小学校への統合により、戸次中学校区は 1 小学校・1 中学校となり、両校

が隣接している立地を生かした小中一貫教育の充実を検討します。 

○戸次小学校は、今後も児童数の減尐傾向が続くと予想されることから、統合

により教育効果や学校運営の充実が図れるよう検討します。 

○戸次小学校では、両校の自然環境を生かした特色ある教育活動が展開される

よう、学校、保護者、地域住民の方々と検討します。 

○上戸次小学校は、統合により通学距離が長くなるため、実情に応じて通学の

支援について検討します。 

  

③実施時期等 

現在、小規模特認校制度を利用している児童に対する配慮と、上戸次小学校

区は、平成 23 年 1 月から市街化調整区域における土地利用規制の緩和が実施さ

れていることから、一定期間その状況を見極め、平成 33 年度頃までに統合の見

直しを含め、必要な措置を講じます。 
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【 竹中中学校区 】 

 

  ①校区の概要 

竹中中学校区は、1 小学校（竹中小学校）・1 中学校（竹中中学校）で形成さ

れています。 

竹中小学校は、平成 4 年に河原内小学校を統合し、現在に至っており、竹中

中学校は、生徒数の減尐により、市内では最小規模の中学校です。 

しかし、両校とも校区が広く、バス通学をしている児童生徒がいます。 

竹中小学校、竹中中学校とも過小規模校であるため、適正配置の検討を行い

ます。 

 

②目指すべき方向性と具体的方策  

竹中中学校区は、現在も 1 小学校・1 中学校の状況であり、これ以上の統合

を行った場合、地域から小学校、中学校が無くなってしまうことから、竹中小

学校及び竹中中学校を当面存続し、現在行っている小中一貫教育の充実を図る

とともに、小規模特認校制度の導入の検討を行い、学校教育の充実を図ります。 

 

○竹中中学校は、小規模特認校とすることで、生徒数の増加が期待できること

から、制度の導入を検討します。 

○竹中小学校も小規模特認校とすることで、児童数の増加が期待できることか

ら、制度の導入を検討します。ただし、その際、隣接する上戸次小学校で小

規模特認校制度が存続している限りは、導入は困難となります。 

 

  ③実施時期等 

竹中小学校区は、平成 23 年 1 月から市街化調整区域における土地利用規制の

緩和が実施されていることから、その状況を見極めます。 

なお、竹中中学校への小規模特認校制度の導入については、地域住民の方々

との協議を早期に開始します。 

 



 

              

資 料 編 
 

 

○平成２３年度の児童生徒数等の現状と今後について 
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前年対比表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 
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調査総括表　（平成２３年５月１日時点）

1.未就学児童数

公立 私立

０歳児 4,637 147 43 270 4,324

１歳児 4,508 144 182 868 3,458

２歳児 4,572 147 200 1,041 3,331

３歳児 4,556 145 32 1,268 255 1,115 1,886

４歳児 4,497 146 210 64 1,852 252 1,120 999

５歳児 4,360 142 948 62 1,608 243 1,074 425

合計 27,130 871 1,158 158 4,728 1,175 5,488 14,423

2.小学校児童数

児童数 学級数 児童数 学級数

１年 4,238 170 120 3

２年 4,412 168 119 3

３年 4,358 140 119 3

４年 4,596 137 120 3

５年 4,480 143 120 3

６年 4,495 148 120 3

私立幼
未就学児童数 保育所

未就園

就園状況

市立 国立大学法人

学級数
市立幼 国立大学法人

‐21‐

６年 4,495 148 120 3

特別支援学級 374 89

合計 26,953 995 718 18

3.中学校生徒数

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

１年 4,283 156 120 3 160 4 204 7

２年 4,328 123 119 3 160 4 164 7

３年 4,309 121 119 3 157 4 198 7

特別支援学級 92 31

合計 13,012 431 358 9 477 12 566 21

4.小・中学校児童生徒数合計

児童数
生徒数

学級数

市立 39,499 1,306 466 120 39,965 1,426

国立大学法人 1,195 30 1,195 30

県立 358 9 358 9

私立 566 21 566 21

合計 41,618 1,366 466 120 42,084 1,486

県立 国立大学法人

普通学級児童
数生徒数

私立

普通
学級数

特別支援
学級児童
数生徒数

特別支援
学級数

合計

市立

‐21‐



未就学児童数 学級数 未就学児童数 学級数 未就学数 学級数
4,463 143 4,637 147 174 4

4,610 150 4,508 144 △ 102 △ 6

4,544 147 4,572 147 28 0

4,508 147 4,556 145 48 △ 2

4,360 146 4,497 146 137 0

4,431 142 4,360 142 △ 71 0

（再掲） 市 1,239 71 1,158 67 △ 81 △ 4

国 154 6 158 6 4 0

私 4,650 188 4,728 188 78 0

26,916 1,140 27,130 871 214 △ 269

児　 童　数 学級数 児　 童　数 学級数 児　 童　数 学級数

4,408 172 4,238 170 △ 170 △ 2

4,377 169 4,412 168 35 △ 1

4,614 143 4,358 140 △ 256 △ 3

4,476 140 4,596 137 120 △ 3

4,497 145 4,480 143 △ 17 △ 2

4,581 143 4,495 148 △ 86 5

311 80 374 89 63 9

27,264 992 26,953 995 △ 311 3

生　徒　数 学級数 生　徒　数 学級数 生　徒　数 学級数

4,338 158 4,283 156 △ 55 △ 2

4,314 122 4,328 123 14 1

4,197 116 4,309 121 112 5

77 25 92 31 15 6

12,926 421 13,012 431 86 10

平成22年5月1日 平成23年5月1日 対前年比

前年対比表　（ 平成２３年５月１日調査 ）
1．未就学児童数

３．市立中学校生徒数 　

２．市立小学校児童数 　

平成22年5月1日 平成23年5月1日

４歳児

平成23年5月1日

２歳児

３歳児

５歳児

合　計

幼稚園

合計

１　年

２　年

３　年

４　年

対前年比

０歳児

１歳児

平成22年5月1日

３　年

特別支援学級

合計

対前年比

１　年

２　年

５　年

６　年

特別支援学級

‐22‐



8,843

8,000

10,000

12,000

人

地区別児童数

中心部 大分地区 明野地区 鶴崎地区

大南地区 稙田地区 大在地区 坂ノ市地区

佐賀関地区 野津原地区

大分地区

昭和57年

11,249

中心部

昭和33年

9,813

稙田地区

昭和59年

9,708

鶴崎地区

昭和61年

平成23年5月1日現在

‐23‐

3,154

1,399

4,829

1,229

4,155

2,251

1,210

0

2,000

4,000

6,000

昭
和
２
５
年

２
７
年

２
９
年

３
１
年

３
３
年

３
５
年

３
７
年

３
９
年

４
１
年

４
３
年

４
５
年

４
７
年

４
９
年

５
１
年

５
３
年

５
５
年

５
７
年

５
９
年

６
１
年

６
３
年

平
成

２
年

４
年

６
年

８
年

１
０
年

１
２
年

１
４
年

１
６
年

１
８
年

２
０
年

２
２
年

２
４
年

２
６
年

２
８
年

昭和61年

6,004

明野地区

昭和56年

3,090

大南地区

昭和33年

3,178

坂ノ市地区

昭和31年

2,489

275
159

野津原地区

平成18年 195

佐賀関地区

平成17年 448

大在地区

平成23年

1,888



小学校の地区別構成図
上段：平成29年の児童数
下段：平成29年の学級数（特別支援学級数：外書）
※　平成23年5月1日調査による

八幡

南大分

大在

1,201

36(4)

大在西

196

6(1)

西の台

845

25（2）

434

荏隈

豊府

23(2)

13

310

22(2)

19(2)

568

日岡

19(2)

573

城南

724

春日町

13(1)

1,096

下郡

18(2)

525

津留

舞鶴

20(2)

621

東大分

376

825

滝尾

住吉

17

547

桃園

33(3)

14（2）

377

中島 333

三佐

14(2)

374

鶴崎

8

228

19（2）

13(2)

荷揚町

11(1)

258

長浜

585

大道

672

金池

765

明治北 33(3)

22(1)

670

坂ノ市

1,062

別保

1,050

33(3)

6(2)

134

丹生

14

406

小佐井

大分地区（市中心部を除く）

市中心部

坂ノ市地区

鶴崎地区

大在地区

神崎

20

4
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　森岡

は１１学級以下の学校

は３１学級以上の学校

（特別支援学級を除く）

15 977888 25（3）

13(2)

352

24(4)

27（2）

906

明治 14(2)

26(1)

川添

820

松岡

6（1）

173

396

高田

明野西

20(2)

631

明野北

明野東

21(2) 14（2） 12 17(2) 20(1)

16(2)

499

693

賀来

11(1)

258

横瀬

455

宗方

15(2)

437

稙田

370

田尻 東稙田

530

26（3） 30(2)

判田 戸次

629

寒田

12(2)

338

鴛野

11(2)

9(1）

225

吉野

18(2)

敷戸

599

13(2)

356

296 10(2)

269

5

野津原中部

野津原東部 101

6

0

0

こうざき

103

6(1)

野津原西部

17

4

今市

41 4

木佐上

6(1)

118

佐賀関

4

27

大志生木

27

明野地区

稙田地区

大南地区

横瀬西

149

6（1）

竹中

32

4

上戸次

17

4

野津原地区

佐賀関地区

‐24‐



学校 学  年

番号　 学校名 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級

1 金池小 619 20 633 20 648 21 642 21 674 22 688 22 672 22 665 22 672 22
2 長浜小 207 6 211 6 211 7 211 7 219 8 235 9 242 10 252 11 258 11
3 荷揚町小 190 8 212 8 199 8 214 8 224 9 241 9 255 9 282 11 310 13
4 中島小 332 12 318 12 307 12 322 12 324 12 336 13 341 13 361 13 377 14
5 春日町小 576 20 580 20 586 19 609 19 637 21 636 21 665 22 670 22 724 23
6 大道小 463 15 450 15 440 14 466 15 479 16 499 17 542 18 566 19 585 19
7 西の台小 943 28 955 28 948 28 960 29 932 28 930 29 899 28 848 25 845 25
8 南大分小 716 23 714 23 741 24 737 23 750 23 770 24 814 25 853 25 888 26
9 城南小 475 16 481 16 462 15 494 17 503 18 518 19 535 19 547 19 573 19
10 荏隈小 387 14 390 14 381 14 392 13 399 13 392 14 402 14 424 14 434 15
11 豊府小　 972 29 974 30 985 31 973 31 952 29 920 27 955 29 944 29 977 30
12 八幡小 206 6 213 6 206 6 197 6 186 6 193 7 187 6 189 7 196 6
13 神崎小 46 4 43 4 40 5 35 4 36 5 31 4 25 4 20 4 20 4
14 滝尾小 934 29 974 30 991 31 997 31 967 29 935 27 902 26 859 25 825 25
15 下郡小 801 25 845 26 850 27 887 28 934 29 953 30 1,010 31 1,074 33 1,096 33
16 森岡小 265 10 251 9 235 8 243 8 267 8 284 9 303 10 325 11 352 13
17 東大分小 618 20 569 19 554 18 548 18 562 19 556 19 563 19 595 20 621 20
18 日岡小 543 18 502 18 464 14 444 13 455 14 463 14 488 16 510 18 568 19
19 桃園小 489 16 475 16 460 15 467 15 480 16 481 16 502 17 517 17 547 17
20 津留小 639 20 613 20 596 19 578 19 568 18 568 18 534 17 533 17 525 18
21 舞鶴小 415 13 384 12 368 12 364 13 344 13 364 13 363 13 375 13 376 13
22 住吉小 189 6 195 6 202 6 200 7 209 7 211 8 212 8 216 8 228 8
23 明野西小 676 21 605 19 573 18 559 17 532 17 495 17 500 17 510 17 499 16
24 明野東小 415 14 406 14 391 13 385 12 372 13 359 13 341 12 305 11 269 10
25 明野北小 819 24 763 23 725 22 686 21 670 20 656 20 654 20 634 20 631 20
26 三佐小 319 12 304 12 298 12 298 12 295 12 295 12 298 12 309 12 333 13
27 鶴崎小 420 13 422 14 406 15 374 13 356 13 342 13 334 13 351 13 374 14
28 別保小 960 31 945 29 964 29 975 29 1,004 30 1,020 31 1,018 31 1,036 32 1,062 33
29 明治小 821 26 853 26 849 26 851 26 843 26 858 27 859 27 887 27 906 27
30 明治北小 649 21 642 21 647 21 628 20 653 20 648 20 698 22 717 23 765 24
31 高田小 395 13 383 12 392 13 386 13 383 13 389 14 396 14 406 14 396 14
32 川添小 209 7 193 6 193 7 184 6 181 6 179 6 190 6 184 6 173 6
33 松岡小 712 23 821 26 862 27 877 26 913 27 906 28 929 29 870 27 820 26
34 戸次小 653 19 626 19 587 18 533 16 481 14 428 13 401 13 361 13 356 13
35 上戸次小 32 4 27 4 25 4 24 4 22 4 18 4 19 4 17 4 17 4
36 吉野小 326 13 309 12 299 12 297 12 288 12 270 12 258 11 246 10 225 9
37 竹中小 42 5 40 5 40 5 37 5 35 4 29 4 34 4 34 4 32 4
38 判田小 970 29 943 28 877 26 812 24 769 23 735 22 698 21 642 19 599 18
39 東稙田小 576 20 589 20 561 19 565 19 564 19 554 18 529 17 516 17 530 17
40 稙田小 500 17 486 16 480 16 462 15 462 16 456 16 451 15 449 15 437 15
41 賀来小 563 20 591 20 621 20 640 20 640 20 655 20 655 20 654 20 693 21
42 敷戸小 391 13 373 13 341 12 329 12 330 12 334 12 316 12 304 12 296 11
43 鴛野小 407 13 374 12 356 12 336 12 316 12 323 12 325 12 325 12 338 12
44 宗方小 452 15 437 15 452 15 430 15 442 16 459 16 460 16 455 15 455 14
45 横瀬小 359 12 330 12 314 12 316 12 301 12 283 12 281 12 276 12 258 11
46 横瀬西小　 135 6 137 6 133 6 130 6 135 6 134 6 143 6 143 6 149 6
47 寒田小 590 19 590 19 591 20 588 20 611 20 591 19 610 19 640 21 629 20
48 田尻小 546 19 543 19 546 19 536 18 507 17 484 16 447 15 412 14 370 12
49 大在小 848 25 897 27 908 28 941 29 978 29 1,026 31 1,106 34 1,142 34 1,201 36
50 大在西小 969 29 989 29 980 30 971 30 980 30 993 31 999 31 1,026 32 1,050 33
51 丹生小 170 6 176 6 180 6 176 6 165 6 163 6 148 6 140 6 134 6
52 小佐井小 261 12 272 12 279 12 299 13 326 14 337 13 358 13 375 14 406 14
53 坂ノ市小 645 21 660 21 680 21 694 22 689 22 704 23 675 22 664 22 670 22
54 木佐上小 34 4 29 4 27 4 27 4 27 4 22 4 23 4 23 4 27 4
55 こうざき小 143 6 142 6 129 6 123 6 108 6 105 6 109 6 108 6 103 6
56 大志生木小 68 6 67 6 60 6 55 6 48 6 42 5 38 5 32 4 27 4
57 佐賀関小 143 6 140 6 133 6 134 6 128 6 120 6 126 6 129 6 118 6
58 野津原東部小 121 6 116 6 120 6 123 6 123 6 116 6 109 6 106 6 101 6
59 野津原中部小 42 5 42 5 43 5 40 5 42 5 46 6 48 6 38 6 41 5
60 野津原西部小 23 4 20 4 17 3 17 3 15 3 17 3 15 3 14 3 17 4
61 今市小 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 27,429 917 27,264 912 26,953 906 26,818 898 26,835 904 26,795 912 27,009 918 27,105 922 27,504 929

＊

＊

＊

平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成21年度～平成23年度は実数。

平成24年度～平成29年度推計は、学年進行し、平成23年度障がい児児童数 374名を加算、特別支援学級数 89学級は加算せず。

学級数の推計は、各年度、各学年の学級編制を１・2年生のみ実学級（30人）とし、他は標準学級（40人）を基本とした。

平成29年度

児童数及び学級数の推移（平成23年5月1日調査に基づく推計、特別支援学級を含まない）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
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※ 基準日：平成23年3月31日現在

※ 同一校舎において、増築等を行った場合は、当初建築年月で表している

1 荷 揚 町 本校舎 S 30 12 55 年

2 住　　吉 南校舎 S 31 12 54 年

3 金　　池 南校舎 S 32 3 54 年

4 春 日 町 北校舎 S 33 3 53 年

5 大　　在 南校舎 S 34 3 52 年

6 南 大 分 南校舎 S 34 12 51 年

7 滝　　尾 中校舎 S 35 12 50 年

8 鶴　　崎 北校舎 S 36 3 50 年

9 戸　　次 特別教室棟 S 37 2 49 年

10 賀　　来 北校舎 S 37 12 48 年

11 金　　池 北校舎 S 38 1 48 年

12 判　　田 南校舎 S 38 2 48 年

13 大　　道 中校舎 S 38 3 48 年

14 小 佐 井 本校舎 S 38 3 48 年

15 坂 ノ 市 本校舎 S 38 12 47 年

16 津　　留 南校舎 S 39 3 47 年

17 南 大 分 北校舎 S 39 3 47 年

18 大　　道 北校舎 S 40 2 46 年

佐 本校舎 年

　　小学校校舎建築年度一覧（棟別）

棟の名称小学校名 当初建築年月
　建築経過

年数

19 三　　佐 本校舎 S 40 3 46 年

20 稙　　田 北校舎 S 40 3 46 年

21 中　　島 西校舎 S 41 2 45 年

22 大　　道 東校舎 S 41 3 45 年

23 松　　岡 北校舎 S 42 1 44 年

24 金　　池 中校舎 S 42 2 44 年

25 東 大 分 南中校舎 S 42 12 43 年

26 城　　南 南校舎 S 43 3 43 年

27 別　　保 北西校舎 S 43 3 43 年

28 東 稙 田 北校舎 S 43 3 43 年

29 大　　道 南校舎 S 44 1 42 年

30 長　　浜 西校舎 S 44 2 42 年

31 住　　吉 北校舎 S 45 1 41 年

32 城　　南 北校舎 S 45 2 41 年

33 大志生木 東校舎 S 45 2 41 年

34 春 日 町 南東校舎 S 45 3 41 年

35 滝　　尾 北校舎 S 46 3 40 年

36 日　　岡 北校舎 S 46 3 40 年

37 明 野 西 北校舎 S 46 3 40 年

38 明　　治 南校舎 S 46 3 40 年

39 明 野 西 南東校舎 S 47 2 39 年

40 八　　幡 南校舎 S 47 3 39 年

41 桃　　園 東校舎 S 47 3 39 年

42 明 野 東 北校舎 S 47 3 39 年

43 敷　　戸 南校舎 S 47 3 39 年

44 南 大 分 西校舎 S 47 6 38 年

45 津　　留 中校舎 S 47 11 38 年

46 野津原東部 本校舎 S 47 11 38 年

47 敷　　戸 中校舎 S 47 12 38 年

48 滝　　尾 南校舎 S 48 1 38 年

49 明 野 東 中校舎 S 48 1 38 年
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50 稙　　田 南校舎 S 48 2 38 年

51 豊　　府 南校舎 S 50 3 36 年

52 明 野 北 南校舎 S 50 3 36 年

53 高　　田 西校舎 S 50 3 36 年

54 東 稙 田 南校舎 S 50 3 36 年

55 賀　　来 南校舎 S 50 3 36 年

56 敷　　戸 北校舎 S 50 3 36 年

57 宗　　方 南校舎 S 50 3 36 年

58 明 野 北 中校舎 S 50 5 35 年

59 宗　　方 中校舎 S 50 5 35 年

60 明 野 西 南西校舎 S 51 3 35 年

61 明　　治 北校舎 S 51 3 35 年

62 大　　在 北校舎 S 51 3 35 年

63 森　　岡 本校舎 S 51 5 34 年

64 日　　岡 南校舎 S 51 5 34 年

65 舞　　鶴 北校舎 S 51 5 34 年

66 舞　　鶴 南校舎 S 51 5 34 年

67 中　　島 東校舎 S 51 6 34 年

68 別　　保 南校舎 S 52 3 34 年

69 横　　瀬 南校舎 S 52 3 34 年

70 横　　瀬 中校舎 S 52 3 34 年

71 東 大 分 北東校舎 S 52 5 33 年

72 桃 園 西校舎 S 53 3 33 年

当初建築年月
　建築経過

年数
小学校名 棟の名称

72 桃　　園 西校舎 S 53 3 33 年

73 寒　　田 南校舎 S 53 3 33 年

74 寒　　田 北校舎 S 53 5 32 年

75 鶴　　崎 南校舎 S 53 10 32 年

76 戸　　次 北校舎 S 54 3 32 年

77 鴛　　野 南校舎 S 54 3 32 年

78 鴛　　野 北校舎 S 54 5 31 年

79 田　　尻 南校舎 S 55 3 31 年

80 田　　尻 北校舎 S 55 5 30 年

81 荏　　隈 南校舎 S 56 3 30 年

82 宗　　方 北校舎 S 56 3 30 年

83 荏　　隈 北校舎 S 56 5 29 年

84 春 日 町 南西校舎 S 57 3 29 年

85 明 野 北 北校舎 S 57 3 29 年

86 木 佐 上 本校舎 S 57 3 29 年

87 野津原中部 本校舎 S 57 3 29 年

88 春 日 町 管理棟 S 57 5 28 年

89 明 野 東 南校舎 S 58 2 28 年

90 東 大 分 南東校舎 S 58 3 28 年

91 別　　保 北東校舎 S 58 3 28 年

92 明 治 北 北校舎 S 58 3 28 年

93 明 治 北 南校舎 S 58 3 28 年

94 こうざき 本校舎 S 59 2 27 年

95 長　　浜 東校舎 S 59 3 27 年

96 八　　幡 北校舎 S 59 3 27 年

97 津　　留 北校舎 S 59 3 27 年

98 川　　添 北校舎 S 59 3 27 年

99 川　　添 南校舎 S 59 3 27 年

100 松　　岡 中校舎 S 59 3 27 年

101 横　　瀬 北校舎 S 59 3 27 年

102 戸　　次 南西校舎 S 60 3 26 年

103 丹　　生 管理棟 S 61 3 25 年
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104 丹　　生 特別教室棟 S 61 3 25 年

105 東 大 分 北西校舎 S 62 3 24 年

106 東 大 分 南西校舎 S 62 3 24 年

107 横 瀬 西 本校舎 S 63 3 23 年

108 吉　　野 本校舎 S 63 6 22 年

109 竹　　中 本校舎 S 63 6 22 年

110 神　　崎 本校舎 H 2 3 21 年

111 上 戸 次 本校舎 H 2 3 21 年

112 西 の 台 北校舎 H 3 3 20 年

113 西 の 台 中校舎 H 3 3 20 年

114 西 の 台 南校舎 H 3 3 20 年

115 西 の 台 西校舎 H 3 3 20 年

116 日　　岡 西校舎 H 4 3 19 年

117 今　　市 本校舎 H 4 3 19 年

118 高　　田 東校舎 H 6 7 16 年

119 豊　　府 中校舎 H 8 1 15 年

120 豊　　府 北校舎 H 8 1 15 年

121 判　　田 北校舎 H 9 3 14 年

122 大志生木 西校舎 H 9 3 14 年

123 佐 賀 関 本校舎 H 10 10 12 年

　建築経過
年数

当初建築年月小学校名 棟の名称

124 野津原西部 本校舎 H 12 1 11 年

125 戸　　次 南東校舎 H 12 3 11 年

126 下　　郡 南校舎 H 13 3 10 年

127 下　　郡 北校舎 H 13 3 10 年

128 大 在 西 南校舎 H 17 3 6 年

129 大 在 西 特別教室棟 H 17 3 6 年

130 大 在 西 北校舎 H 17 3 6 年

131 松　　岡 南校舎 H 20 12 2 年
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中学校の地区別構成図
上段：平成29年の生徒数
下段：平成29年の学級数（特別支援学級数：外書）
※　平成23年5月1日調査による
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学校 学年

番号　 学校名 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級 生徒数 学級

1 碩田中 306 9 314 10 351 10 352 10 350 10 353 11 362 11 374 12 365 11

2 上野ケ丘中 487 15 469 13 464 13 439 13 421 13 402 13 416 13 428 13 463 14

3 王子中 574 18 560 17 551 16 554 17 600 19 657 20 685 20 679 20 666 19

4 大分西中 494 15 480 15 472 14 479 14 470 14 472 15 450 13 459 14 437 13

5 南大分中 803 24 773 22 786 23 817 24 850 25 908 27 868 25 854 25 836 24

6 城南中 417 13 384 12 402 13 388 11 418 12 415 12 462 14 463 14 434 13

7 滝尾中 883 26 868 26 889 27 930 27 1,000 29 1,056 31 1,066 31 1,044 31 1,026 30

8 城東中 760 22 781 23 783 23 790 23 771 22 774 23 781 24 745 22 758 22

9 原川中 583 18 534 16 516 16 522 17 535 16 557 17 525 16 511 15 482 15

10 明野中 918 28 927 28 935 27 945 28 911 27 917 26 876 25 832 24 780 23

11 鶴崎中 720 21 728 22 762 23 749 23 724 22 731 22 715 21 722 21 696 20

12 大東中 989 29 950 28 928 28 960 29 1,031 30 1,130 33 1,108 32 1,180 35 1,135 33

13 東陽中 439 13 430 13 407 13 425 14 419 13 425 13 404 13 393 13 417 14

14 戸次中 419 13 393 12 363 11 348 10 352 10 353 10 334 10 302 9 259 9

15 吉野中 139 5 131 5 140 6 147 6 158 6 171 7 164 6 150 6 130 6

16 竹中中 23 3 25 3 23 3 22 3 20 3 27 3 21 3 20 3 13 3

17 判田中 510 16 519 15 511 15 527 16 516 16 491 15 447 13 433 13 396 12

18 稙田中 409 13 443 14 432 14 435 14 396 13 387 13 389 13 404 13 424 13

19 稙田東中 587 18 585 18 561 17 597 18 603 18 614 19 591 18 576 17 569 17

20 稙田西中 342 11 319 10 320 10 324 10 305 10 310 10 297 10 285 9 268 10

21 稙田南中 519 16 538 17 581 18 605 18 618 18 616 19 640 20 635 19 610 18

22 賀来中 192 6 220 8 233 8 258 8 269 9 300 10 318 10 336 11 327 11

23 大在中 771 23 804 23 818 24 854 26 915 27 939 27 939 27 967 28 973 28

24 坂ノ市中 419 14 471 15 499 16 515 16 525 16 550 17 583 18 604 18 589 18

25 神崎中 127 5 125 5 129 6 129 6 133 6 128 5 117 4 100 3 88 3

26 佐賀関中 77 3 73 3 80 3 66 3 74 3 76 3 75 3 65 3 57 3

27 野津原中 92 3 82 3 76 3 80 3 83 3 92 3 89 3 96 3 88 3

　合　計 12,999 400 12,926 396 13,012 400 13,257 407 13,467 410 13,851 424 13,722 416 13,657 414 13,286 405

※
※
※

平成21年度～平成23年度は実数。

平成24年度～平成29年度推計は、学年進行し、平成23年度障がい児生徒数92名を加算、特別支援学級数 31学級を加算せず。

学級数の推計は、各年度、各学年の学級編制を１年生のみ実学級（30人）とし、他は標準学級（40人）を基本とした。

平成29年度

生徒数及び学級数の推移（平成23年5月1日調査に基づく推計、特別支援学級は含まない）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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※ 基準日：平成23年3月31日現在

※ 同一校舎において、増築等を行った場合は、当初建築年月で表している

1 大　　在 北西校舎 S 41 3 45 年

2 南 大 分 南校舎 S 42 2 44 年

3 王　　子 北校舎 S 43 2 43 年

4 戸　　次 本校舎 S 43 3 43 年

5 南 大 分 北東校舎 S 44 2 42 年

6 王　　子 南校舎 S 44 3 42 年

7 城　　東 南東校舎 S 46 12 39 年

8 滝　　尾 南校舎 S 47 2 39 年

9 碩　　田 南校舎 S 47 3 39 年

10 明　　野 北校舎 S 47 3 39 年

11 碩　　田 中校舎 S 47 12 38 年

12 明　　野 中校舎 S 48 1 38 年

中学校校舎建築年度一覧（棟別）

中学校名 棟の名称 当初建築年月
建築経過

年数

13 王　　子 中校舎 S 48 3 38 年

14 鶴　　崎 北校舎 S 48 8 37 年

15 判　　田 北校舎 S 49 3 37 年

16 稙　　田 北校舎 S 49 3 37 年

17 稙　　田 南校舎 S 50 3 36 年

18 稙 田 東 南校舎 S 50 3 36 年

19 稙 田 東 中校舎 S 50 3 36 年

20 城　　南 南校舎 S 51 5 34 年

21 城　　南 北校舎 S 51 5 34 年

22 城　　東 南西校舎 S 53 3 33 年

23 稙 田 西 南校舎 S 53 3 33 年

24 稙 田 西 北校舎 S 53 5 32 年

25 坂 ノ 市 北校舎 S 54 3 32 年

26 野 津 原 南校舎 S 54 3 32 年

27 野 津 原 北校舎 S 54 3 32 年

28 滝　　尾 中校舎 S 55 3 31 年

29 原　　川 北校舎 S 56 3 30 年

30 原　　川 南校舎 S 56 5 29 年
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31 大　　東 北校舎 S 56 6 29 年

32 大　　東 南校舎 S 56 6 29 年

33 明　　野 南校舎 S 57 3 29 年

34 竹　　中 本校舎 S 57 3 29 年

35 稙 田 東 北校舎 S 57 3 29 年

36 稙 田 南 南校舎 S 57 3 29 年

37 稙 田 南 北校舎 S 57 5 28 年

38 鶴　　崎 中校舎 S 58 3 28 年

39 賀　　来 北校舎 S 58 5 27 年

40 滝　　尾 北校舎 S 59 3 27 年

41 賀　　来 南校舎 S 59 3 27 年

42 大　　在 北東校舎 S 59 3 27 年

43 坂 ノ 市 南校舎 S 60 3 26 年

44 佐 賀 関 南校舎 S 60 8 25 年

45 佐 賀 関 北校舎 S 60 8 25 年

46 碩　　田 北校舎 S 61 3 25 年

47 城　　東 北校舎 S 61 5 24 年

城 東 東校舎 年

中学校名 棟の名称
建築経過

年数
当初建築年月

48 城　　東 東校舎 S 61 5 24 年

49 大 分 西 北校舎 S 62 3 24 年

50 大 分 西 南校舎 S 62 3 24 年

51 大 分 西 東校舎 S 62 3 24 年

52 吉　　野 東校舎 S 62 3 24 年

53 吉　　野 西校舎 S 62 3 24 年

54 東　　陽 北校舎 S 63 3 23 年

55 東　　陽 南校舎 S 63 3 23 年

56 王　　子 西校舎 Ｈ 1 3 22 年

57 南 大 分 北西校舎 Ｈ 1 3 22 年

58 神　　崎 特別教室棟 Ｈ 2 2 21 年

59 大 分 西 西校舎 Ｈ 5 3 18 年

60 判　　田 南校舎 Ｈ 5 3 18 年

61 鶴　　崎 南校舎 Ｈ 15 8 7 年

62 上野ケ丘 本校舎 Ｈ 19 9 3 年

63 神　　崎 管理棟 Ｈ 19 9 3 年

64 大　　在 南校舎 Ｈ 22 12 0 年
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学校 学　年 ４歳 ５歳  合 計

平成２３年度　就学児童数調査（未就学）
平成23年5月1日

０歳 １歳 ２歳 ３歳
番号 学校名 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級 児童数 学級
1 金池小 128 4 105 3 92 3 111 3 130 4 97 3 663 20
2 長浜小 48 2 45 2 45 2 44 2 42 2 32 1 256 11
3 荷揚町小 66 2 64 2 55 2 43 2 42 2 40 1 310 11
4 中島小 63 2 74 2 49 2 70 2 51 2 58 2 365 12
5 春日町小 139 4 103 3 127 4 96 3 135 4 115 3 715 21
6 大道小 102 3 91 3 115 3 97 3 73 2 96 3 574 17
7 西の台小 135 4 119 3 117 3 156 4 144 4 169 5 840 23
8 南大分小 168 5 148 4 148 4 151 4 136 4 119 3 870 248 南大分小 168 5 148 4 148 4 151 4 136 4 119 3 870 24
9 城南小 81 3 97 3 100 3 93 3 96 3 95 3 562 18
10 荏隈小 71 2 85 3 89 3 63 2 66 2 60 2 434 14
11 豊府小　 189 5 152 4 185 5 143 4 143 4 158 4 970 26
12 八幡小 35 1 37 1 33 1 37 1 21 1 28 1 191 6
13 神崎小 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 2 1 20 6
14 滝尾小 123 4 117 3 132 4 145 4 141 4 151 4 809 23
15 下郡小 173 5 193 5 185 5 171 5 195 5 166 5 1,083 30
16 森岡小 67 2 58 2 56 2 57 2 56 2 50 2 344 12
17 東大分小 112 3 120 3 98 3 90 3 108 3 82 3 610 18
18 日岡小 118 3 97 3 94 3 87 3 90 3 74 2 560 17
19 桃園小 114 3 83 3 97 3 80 2 95 3 78 2 547 16
20 津留小 99 3 81 3 85 3 89 3 80 2 82 3 516 17
21 舞鶴小 58 2 65 2 53 2 71 2 55 2 67 2 369 12
22 住吉小 40 1 38 1 32 1 40 1 41 2 37 1 228 7
23 明野西小 72 2 90 3 96 3 76 2 74 2 85 3 493 15
24 明野東小 22 1 34 1 44 2 51 2 61 2 51 2 263 10
25 明野北小 98 3 93 3 108 3 101 3 115 3 106 3 621 1825 明野北小 98 3 93 3 108 3 101 3 115 3 106 3 621 18
26 三佐小 77 2 53 2 49 2 46 2 56 2 47 2 328 12
27 鶴崎小 76 2 83 3 47 2 68 2 45 2 49 2 368 13
28 別保小 194 5 178 5 174 5 169 5 163 5 171 5 1,049 30
29 明治小 148 4 173 5 150 4 157 4 135 4 135 4 898 25
30 明治北小 142 4 125 4 128 4 122 4 112 3 111 3 740 22
31 高田小 62 2 65 2 66 2 74 2 64 2 58 2 389 12
32 川添小 21 1 24 1 34 1 29 1 31 1 33 1 172 6
33 松岡小 98 3 124 4 142 4 152 4 166 5 136 4 818 24
34 戸次小 70 2 40 1 64 2 59 2 60 2 56 2 349 1134 戸次小 70 2 40 1 64 2 59 2 60 2 56 2 349 11
35 上戸次小 1 1 3 1 5 1 2 1 2 1 4 1 17 6
36 吉野小 21 1 33 1 29 1 44 2 50 2 47 2 224 9
37 竹中小 2 1 5 1 9 1 5 1 4 1 7 1 32 6
38 判田小 73 2 87 3 91 3 118 3 114 3 110 3 593 17
39 東稙田小 87 3 80 2 80 2 89 3 94 3 95 3 525 16
40 稙田小 69 2 68 2 86 3 72 2 74 2 64 2 433 13
41 賀来小 135 4 118 3 100 3 120 3 103 3 103 3 679 19
42 敷戸小 51 2 41 2 40 1 54 2 52 2 50 2 288 1142 敷戸小 51 2 41 2 40 1 54 2 52 2 50 2 288 11
43 鴛野小 57 2 53 2 59 2 60 2 49 2 54 2 332 12
44 宗方小 81 3 80 2 71 2 79 2 77 2 62 2 450 13
45 横瀬小 27 1 45 2 46 2 41 2 42 2 55 2 256 11
46 横瀬西小　 29 1 17 1 29 1 25 1 28 1 19 1 147 6
47 寒田小 88 3 128 4 107 3 89 3 114 3 97 3 623 19
48 田尻小 53 2 44 2 67 2 67 2 62 2 77 2 370 12
49 大在小 215 6 198 5 218 6 197 5 179 5 168 5 1,175 32
50 大在西小 175 5 192 5 174 5 168 5 167 5 161 5 1,037 30
51 丹生小 22 1 22 1 16 1 28 1 18 1 21 1 127 651 丹生小 22 1 22 1 16 1 28 1 18 1 21 1 127 6
52 小佐井小 79 2 70 2 69 2 54 2 73 2 61 2 406 12
53 坂ノ市小 106 3 105 3 102 3 130 4 99 3 124 4 666 20
54 木佐上小 5 1 2 1 5 1 3 1 4 1 8 1 27 6
55 こうざき小 11 1 18 1 22 1 17 1 15 1 17 1 100 6
56 大志生木小 4 1 3 1 6 1 3 1 5 1 6 1 27 6
57 佐賀関小 9 1 22 1 21 1 20 1 23 1 18 1 113 6
58 野津原東部小 12 1 13 1 21 1 15 1 15 1 25 1 101 6
59 野津原中部小 9 1 1 1 6 1 10 1 6 1 9 1 41 6
60 野津原西部小 3 1 2 1 1 1 5 1 2 1 4 1 17 6
61 今市小（休校） 0 0 0 0 0 0 0 0

4,637 147 4,508 144 4,572 147 4,556 145 4,497 146 4,360 142 27,130 871合計
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小学校 中学校
2 0 滝尾 豊府

991 985
大在西
980
別保
964

西の台 大在 大東
948 908 928

小学校 中学校 松岡 下郡 明野 滝尾
8 3 862 850 935 889

判田 明治
877 849

南大分 大在
741 818

南大分 城東 鶴崎
786 783 762

明野北
725

坂ノ市 金池 明治北
680 648 647

賀来 寒田
621 591

津留 春日町 東稙田 田尻
小学校 中学校 596 586 561 546
32 15 戸次 明野西 東大分 稙田南

587 573 554 581
稙田東
561

23

22

21

20

19

18

17

24

◎小中学校の学級数別一覧表（平成23年度） 【小学校】 【中学校】

32

学級数

31

30

中学校名
生徒数

28

27

26

25

29

標準規模

小学校名
児童数

過大規模

大規模
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561
稙田 王子 原川 坂ノ市
480 551 516 499

城南 桃園 宗方 鶴崎 判田
462 460 452 406 511

日岡 大道 荏隈 大分西 稙田
464 440 381 472 432

高田 明野東 上野ヶ丘 東陽 城南
392 391 464 407 402

舞鶴 鴛野 敷戸 横瀬 中島 吉野 三佐 小佐井
368 356 341 314 307 299 298 279

戸次
363
碩田 稙田西
351 320

小学校 中学校
12 6 森岡 荷揚町 賀来

235 199 233
長浜 川添
211 193

八幡 住吉 丹生 佐賀関 横瀬西 こうざき 野津原東部 大志生木 吉野 神崎
206 202 180 133 133 129 120 60 140 129

野津原中部 神崎 竹中
43 40 40

木佐上 上戸次 野津原西部

27 25 17
小学校 中学校 佐賀関 野津原 竹中

7 3 80 76 23

小学校 中学校
61 27

今市
0

11

10

9

8

15

14

1

休校

7

6

5

4

3

2

13

12

17

16

＊小中学校とも通常の学級数のみ集計

合計

小規模

過小規模
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
44000 大分県 165,010 151,680 136,730 122,923 112,179 104,159 96,941
44201 大分市 69,037 65,699 60,520 55,249 50,960 47,720 44,812
44202 別府市 14,904 13,885 12,996 12,150 11,460 11,047 10,581
44203 中津市 12,361 11,226 10,169 9,069 8,217 7,573 7,008
44204 日田市 10,593 9,249 8,028 6,945 6,108 5,485 4,944
44205 佐伯市 10,264 8,875 7,580 6,424 5,546 4,880 4,319
44206 臼杵市 5,216 4,670 4,094 3,532 3,121 2,814 2,528
44207 津久見市 2,512 2,112 1,717 1,438 1,234 1,070 926
44208 竹田市 2,768 2,213 1,810 1,485 1,260 1,097 951
44209 豊後高田市 3,136 2,753 2,370 2,064 1,847 1,683 1,538
44210 杵築市 4,132 3,778 3,385 3,038 2,769 2,555 2,361
44211 宇佐市 8,119 7,230 6,261 5,535 4,979 4,549 4,177
44212 豊後大野市 4,788 4,312 3,819 3,353 3,033 2,784 2,549
44213 由布市 4,667 4,470 4,076 3,709 3,451 3,258 3,073
44214 国東市 4,108 3,478 2,884 2,518 2,243 2,027 1,845
44322 姫島村 306 220 165 133 110 95 85
44341 日出町 4,198 4,184 4,015 3,775 3,595 3,467 3,358
44461 九重町 1,319 1,087 893 776 689 629 573
44462 玖珠町 2,581 2,239 1,948 1,729 1,558 1,425 1,312

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
44000 大分県 100.0 91.9 82.9 74.5 68.0 63.1 58.7
44201 大分市 100.0 95.2 87.7 80.0 73.8 69.1 64.9
44202 別府市 100.0 93.2 87.2 81.5 76.9 74.1 71.0
44203 中津市 100.0 90.8 82.3 73.4 66.5 61.3 56.7
44204 日田市 100.0 87.3 75.8 65.6 57.7 51.8 46.7
44205 佐伯市 100.0 86.5 73.8 62.6 54.0 47.5 42.1
44206 臼杵市 100.0 89.5 78.5 67.7 59.8 54.0 48.5
44207 津久見市 100.0 84.1 68.3 57.2 49.1 42.6 36.9
44208 竹田市 100.0 80.0 65.4 53.7 45.5 39.6 34.4
44209 豊後高田市 100.0 87.8 75.6 65.8 58.9 53.7 49.1
44210 杵築市 100.0 91.4 81.9 73.5 67.0 61.8 57.1
44211 宇佐市 100.0 89.1 77.1 68.2 61.3 56.0 51.5
44212 豊後大野市 100.0 90.1 79.8 70.0 63.3 58.1 53.2
44213 由布市 100.0 95.8 87.3 79.5 73.9 69.8 65.8
44214 国東市 100.0 84.7 70.2 61.3 54.6 49.4 44.9
44322 姫島村 100.0 71.8 53.9 43.5 35.8 31.0 27.8
44341 日出町 100.0 99.7 95.6 89.9 85.6 82.6 80.0
44461 九重町 100.0 82.4 67.7 58.8 52.2 47.7 43.4
44462 玖珠町 100.0 86.8 75.5 67.0 60.4 55.2 50.8

資料：「日本の市区町村別将来推計人口」（平成20年12月推計）
　　　　　　　　　国立社会保障・人口問題研究所ホームページより

結果表Ⅱ-1　将来の市区町村別年少（0-14歳）人口および指数（平成17年＝100とした場合）

地域
年少人口（人）

地域
年少人口の指数（2005年＝100）
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○小規模特認校制度利用者数 

 

神崎小学校  

 在籍者数（学級数） 特認校利用者数 比率 

H10 ３１  （５） ５ １６．１％ 

H11 ２７  （３） ６ ２２．２％ 

H12 １８  （３） ７ ３８．９％ 

H13 ３０  （４） １０ ３３．３％ 

H14 ３４  （４） ６ １７．６％ 

H15 ２８  （５） ２  ７．１％ 

H16 ３７  （４） ４ １０．８％ 

H17 ４３  （５） ５ １１．６％ 

H18 ４９  （５） ６ １２．２％ 

H19 ４２  （５） ６ １４．３％ 

H20 ４０  （５） ８ ２０．０％ 

H21 ４６  （４） １２ ２６．１％ 

H22 ４３  （４） １０ ２３．３％ 

H23 ４０  （５） １２ ３０．０％ 

   ＊小規模特認校制度利用者数は、増加傾向にあり、制度利用者数の比率は近年 20～

30％で推移しています。 

   ＊制度導入後も複式学級編制の解消には至っていない状況です。 

 

上戸次小学校 

 在籍者数（学級数） 特認校利用者数 比率 

H10 ４６  （４） ０  ０．０％ 

H11 ４８  （６） ６ １２．５％ 

H12 ４６  （６） ７ １５．２％ 

H13 ４８  （５） １０ ２０．８％ 

H14 ４２  （４） ９ ２１．４％ 

H15 ３９  （５） １１ ２８．２％ 

H16 ３９  （４） １５ ３８．５％ 

H17 ４１  （５） １６ ３９．０％ 

H18 ３７  （４） １４ ３７．８％ 

H19 ３２  （４） ９ ２８．１％ 

H20 ３１  （４） １１ ３５．５％ 

H21 ３２  （４） ９ ２８．１％ 

H22 ２７  （４） ７ ２５．９％ 

H23 ２５  （４） ６ ２４．０％ 

   ＊小規模特認校制度利用者数は、減尐傾向にあり、制度利用者数の比率は近年 20～

30％で推移しています。在籍者数はＨ22 年度以降、30 人を下回っています。 

   ＊Ｈ13 年度以降、複式学級編制の解消には至っていない状況です。 
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